
�
��������	
��������

　

平
成　

年
４
月
か
ら
、
現
行
の

20

老
人
保
健
制
度
に
か
わ
り
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
が
始
ま
り
ま

す
。

　

対
象
と
な
る
方
は
、　

歳
以
上

75

の
す
べ
て
の
方
と　

歳
以
上
で
一

65

定
の
障
が
い
が
あ
る
と
広
域
連
合

の
認
定
を
受
け
た
方
で
す
。

　

現
在
の
老
人
医
療
受
給
者
は
、

後
期
高
齢
者
医
療
に
自
動
的
に
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

加
入
手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
４
月
以
降
に
、　

歳
65

以
上　

歳
未
満
で
一
定
の
障
が
い

75

が
あ
る
方
が
後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
す
る
場
合
は
、
市
町
村
へ
の

申
請
が
必
要
で
す
。

　

保
険
料
は
、
被
保
険
者
一
人
ひ

と
り
が
負
担
能
力
に
応
じ
て
公
平

に
納
め
る
こ
と
に
な
り
、
全
員
が

等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」
の
合
計
と
な
り
ま

す
【
図
１
】
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
保
険
料
額
は
、
４

月
以
降
に
送
付
す
る
保
険
料
決
定

通
知
書
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
低
所
得
世
帯
の
方
へ
の
軽
減

　

所
得
の
低
い
世
帯
の
被
保
険
者

は
、
世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ

て
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

●
被
扶
養
者
へ
の
軽
減

　

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
は
、

２
年
間
、
所
得
割
額
が
か
か
ら

ず
、
均
等
割
額
も
半
額
に
な
り
ま

す
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
度
は
特
例

20

と
し
て
、
９
月
ま
で
は
保
険
料
が

か
か
ら
ず
、　

月
か
ら
平
成　

年

10

21

３
月
ま
で
は
均
等
割
額
の
１
割
の

負
担
に
な
り
ま
す
。

●
保
険
料
の
徴
収
は
４
月
か
ら

　

保
険
料
の
徴
収
は
、
４
月
か
ら

始
ま
り
、
介
護
保
険
料
と
同
じ

く
、
原
則
と
し
て
、
年
金
か
ら
差

し
引
い
て
納
付
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
年
金
の
年
額
が　

万
円
未
満

18

の
方
な
ど
は
、
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

病
院
な
ど
で
医
療
を
受
け
る
と

き
に
提
示
す
る
被
保
険
者
証
（
保

険
証
）
は
、
一
人
１
枚
に
な
り
、

３
月
末
ま
で
に
市
町
村
か
ら
引
渡

し
ま
た
は
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
以
降
に　

歳
に
な
っ
て
被

75

保
険
者
と
な
る
方
に
は
、
誕
生
日

ま
で
に
引
渡
し
ま
た
は
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
う
自

己
負
担
額
は
、
老
人
保
健
制
度
と

同
じ
く
、
か
か
っ
た
医
療
費
の
１

割
で
す
。
た
だ
し
、
現
役
並
み
所

得
者
は
、
３
割
を
負
担
し
ま
す
。

※　

現
役
並
み
所
得
者
と
は
、
同

一
世
帯
に
住
民
税
の
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
以
上
の
後
期
高

齢
者
医
療
の
被
保
険
者
が
い
る

方
で
す
。
た
だ
し
、
次
に
該
当

す
る
方
は
、
申
請
し
認
定
を
受

け
る
と
１
割
負
担
に
な
り
ま

す
。

①　

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
１

人
の
み
の
場
合
、
被
保
険
者
本

人
の
収
入
の
額
が
３
８
３
万
円

未
満
の
方

②　

同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
２

人
以
上
い
る
場
合
、
被
保
険
者

の
収
入
の
合
計
額
が
５
２
０
万

円
未
満
の
方

　

受
け
ら
れ
る
給
付
は
、
老
人
保

健
制
度
や
国
民
健
康
保
険
と
基
本

的
に
は
同
じ
で
す
。
主
な
給
付

は
、
次
の
と
お
り
で
、
こ
れ
ら
は
、

市
町
村
へ
の
申
請
が
必
要
で
す
。

●
高
額
介
護
合
算
療
養
費

　

医
療
と
介
護
の
自
己
負
担
額
が

高
額
に
な
る
方
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、
新
た
に
高
額
介
護
合
算

療
養
費
が
加
わ
り
ま
し
た
。

●
療
養
費

　

治
療
用
装
具
を
作
っ
た
と
き

や
、
や
む
を
得
ず
被
保
険
者
証
を

持
た
ず
に
医
療
機
関
に
か
か
っ
た

と
き
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
高
額
療
養
費

　

１
か
月
の
窓
口
負
担
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
、
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す

【
表
１
】
。

　

被
保
険
者
の
健
康
の
保
持
や
増

進
の
た
め
、
健
康
診
査
を
実
施
し

ま
す
。
健
診
は
、
お
住
ま
い
の
市

町
村
で
受
診
で
き
ま
す
。

※　

詳
し
く
は
、
北
海
道
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
（
電
話
０

１
１
・
２
９
０
・
５
６
０
１
）

ま
た
は
、
和
寒
町
住
民
課
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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